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改正の概要１．改訂の概要
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川崎市では、環境品質・性能と環境負荷という２つの側面から建築
物を総合的に評価する「建築環境総合性能評価システム（CASBEE：
Comprehensive Assessment System for Built Environment 
Efficiency）」を活用した川崎市建築物環境配慮制度を平成１８年
１０月から運用しています。

川崎市建築物環境配慮制度

令和７年度の改訂

CASBEE川崎の評価の基本となるCASBEE-建築にて、新築の非住
宅用途建築物における省エネ基準改正（令和６年4月施行）対応と、
今後の省エネ対策等の2030年(中期)に至るロードマップに対応すべ
く、特にLR1エネルギーの建物外皮の熱負荷抑制及び設備システムの
高効率化の評価内容の見直しを反映したCASBEE-建築（新築）
（2021年SDGs対応版）追補版及びCASBEE-建築（新築）2024年版
がリリースされることを受け、CASBEE川崎及び建築物環境計画書作
成マニュアルの改訂を行いました。

建築物省エネ法改正以外についても、合わせて改訂を行っています。



改正の概要
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■基準改定の予定日
令和７年４月１日
※基準改定の予定日以降に届出された物件が新基準の対象となります。

■改定内容
一般社団法人 日本サステナブル建築協会（JSBC）より公開された以下の
内容をベースに反映を行いました。
＜評価マニュアル＞
・CASBEE-建築（新築）評価マニュアル（2021年SDGs対応版）追補版※1 
・CASBEE−建築(新築)評価マニュアル（2024年試行版） ※２
＜評価ソフト＞
・CASBEE-建築（新築）2021年SDGs対応版・追補版評価ソフトver2.3.4 ※1 
・CASBEE−建築(新築)評価シート（2024年試行版） ※２
※1 2024.4.1公開済 ※2 2024.8.2〜8.30 意見募集済

注）今後の更新状況によって変更となる場合があります。
※CASBEEの最新情報については下記JSBCのHPをご覧ください
https://www.jsbc.or.jp/researchstudy/casbee/tools/cas_nc.html

１．改訂の概要

https://www.jsbc.or.jp/researchstudy/casbee/tools/cas_nc.html


改正の概要

5

住宅について住居・宿泊部分の評価基準を改訂しました

例えば、
レベル３と評価する
には、
等級３相当ではなく、
等級４相当が
必要になります。

２．建築物省エネ法改正の対応（Ｑ１ ２.１.２ 外皮性能）

建築物環境計画書作成マニュアル4-1-14〜17
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住宅の評価基準を改訂しました。

例えば、
レベル３と評価するには、
等級３相当ではなく、等級４相当が
必要になります。

２．建築物省エネ法改正の対応（LR1 1 建物外皮の熱負荷抑制）

建築物環境計画書作成マニュアル5-1-1〜5-1-3



改正の概要
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非住宅及び住宅の評価基準を改訂しました。
【非住宅】
例えば、事務所で
レベル３と評価する
には、
BEI＝0.80ではなく、
BEI＊＝0.60が
必要になります

【住宅】
例えば、
レベル３と評価する
には、
BEI＝1.00ではなく、
BEI＊＝0.90 が必要
になります

２. 建築物省エネ法改正の対応（LR1 3 設備システムの高効率化）

建築物環境計画書作成マニュアル5-1-6〜5-1-10

BEI ；再エネ有
BEI＊；再エネ無



２.建築物省エネ法改正の対応（計画書 設備システムの高効率化）
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（１）

（２）

（１）BEI等の転記
非住宅 ：BEI＊, BEIm＊ (オンサイト再エネ無)を入力

BEI, BEIm(オンサイト再エネ有)を入力
BEI＋（オンサイト・オフサイト再エネ有）を入力

集合住宅：一次エネルギー削減率⇒BEI ＊(共用部含）換算値を入力
一次エネルギー削減率⇒BEI(共用部含）換算値入力

一次エネルギー消費性能の記載方法が変わりました。
計画書シート

建築物環境計画書作成マニュアル5-1-6〜5-1-10

（２）非住宅の条件
レベル４以上をBEI ＋で評価する場合〇を選択し、対象となるオフサイト再エネ
の概要を入力 ※BEI＋の算出方法はマニュアル5-1-8参照

（３）

（３）集合住宅の条件
・レベル４以上をBEI ＊で評価する場合〇を選択（6階建て以上もしくは、

再エネ導入効果が低い理由を記載すれば評価可）
・仕様基準で評価する場合、レベル1または２を選択し、仕様基準で評価する部分

の面積を入力



３.その他の変更（Ｑ２ １.１.３ バリアフリー計画）
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Q2 1.1.3 バリアフリー計画
学校について変更しました。

建築物環境計画書作成マニュアル4-2-3
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３.その他の変更（LR３ ２.２ 温熱環境悪化の改善）

EXCELのセル数式の
誤設定を訂正



４. 建築物環境計画書作成マニュアルの変更
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Q2 3.2 荷重のゆとり
大ばり、柱または基礎及び地震力計算用の値について
追記しました。

建築物環境計画書作成マニュアル4-2-30



４. 建築物環境計画書作成マニュアルの変更
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7-1 条例・規則
条例・規則の改正を反映しました。
※建築基準法１８条第４項追加（計画通知案件の民間開放）

建築物環境計画書作成マニュアル7-1〜7-4

●条例
第１２７条の４、
第１２７条の8
●施行規則
第９２条の３、
第９２条の９

＜改正前＞
第１８条第２項に規定する
↓
＜改正後＞
第１８条第２項若しくは
第４項の規定による


